
 

 

 

 

 

茨城県下水道協会 

排水設備主任技術者試験及び更新講習等実施要領 

 

第１章 総 則 

(目的) 

第１条 この要領は、茨城県下水道協会排水設備主任技術者試験及び更新講習等実施

要綱（平成２２年５月２６日施行。以下「実施要綱」という。）に定める基本的事

項の実施等において必要な事項を定める。 

 

第２章 排水設備主任技術者の試験及び登録 

（試験の受験資格） 

第２条 実施要綱第７条第２項第二号の経過年数は、試験実施日を基準として算定す

るものとする。 

２ 実施要綱第７条第１項第一号中の「これに相当する課程」とは、次の各号に掲げ

る課程とする。 

一 土木科、農業土木科及び農業工学科 

二 建築科、建築工学科及び設備工学科 

三 衛生工学科 

四 その他第一号から第三号までに相当するものとして協会長が認める課程 

３ 実施要綱第７条第１項第二号及び第三号中の「１年以上」及び「２年以上」の実

務経験年数は、試験の受験申込日を基準として算定するものとする。 

４ 実施要綱第７条第１項第四号に規定する者は、次の各号に掲げるものとする。 

一 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による専修学校又は各種学校において、

土木又はこれに相当する課程を修了した者、及び職業能力開発促進法（昭和４４

年法律第６４号）による公共職業能力開発施設において配管科を修了した者 

二 学校教育法による高等学校又は旧中学校令（昭和１８年勅令第３６号）による

中等学校以上の学校を卒業した者で、農（漁）業集落排水施設、コミュニティプ

ラント、合併処理浄化槽等（以下「農業集落排水施設等」という。）の工事の設

計又は施工に関して１年以上の実務の経験を有する者 

三 農業集落排水施設等の工事の設計又は施工に関して２年以上の実務の経験を有

する者 

四 その他第一号から第三号までに準ずる者として、協会長が認める者 

（試験の受験申込み） 

第３条 試験を受験しようとする者は、協会長が定める期間内に、受験申込書（様式

第１号）に次に掲げる書類を添付して提出（送付は不可。以下同じ。）をしなけれ

ばならない。 

 一 履歴書 

 二 実施要綱第７条に規定する受験資格を有することを証する書類（要綱第７条第

１項第一号又は第二号に該当する者は、卒業証明書又は卒業証書の写し等） 

 三 住民票の写し（３ヵ月以内発行のもの） 



 

 

 

 

 

 四 写真２枚（たて３.０センチメートル、よこ２.５センチメートル、提出日前３

ヵ月以内に撮影した上半身脱帽のもの） 

五 受験手数料払込金受領証又はその写し 

２ 下水道管理者は、受験申込書の提出を受けたときは、実施要綱第７条に規定する

受験資格を確認のうえ受理し、これを取りまとめの上、協会長に送付しなければな

らない。 

（試験の実施方法） 

第４条 試験の実施は、試験委員会において試験実施計画等を定めて行う。 

２ 試験は、受験者の利便等を考慮し、必要な場合、試験の会場を適宜分割して行う。 

（試験の採点及び合否の判定） 

第５条 実施要綱第１１条の試験の合否の判定は、試験の採点基準及び合否の判定基

準を定めて行うものとする。 

（合格証及び合格者名簿の様式及び取扱い） 

第６条 実施要綱第１１条に定める合格証及び合格者名簿の様式は、それぞれ様式第

７号及び様式第８号のとおりとする。 

（合格取消しの異議申立て） 

第７条 実施要綱第１２条第２項の規定により試験の合格の取消しを通知された者

は、その措置について異議がある場合、当該通知を受理した日以後２週間以内に協

会長に異議の申立てを行うことができるものとする。 

２ 協会長は、前項の異議の申立てを受けたときは、試験委員会に諮り、速やかに対

応を決定して、その結果を申立て人に通知しなければならない。 

（受験講習の実施） 

第８条 実施要綱第１３条に定める受験講習の実施は、試験委員会において講習実施

計画等を定めて行う。 

２ 受験講習は、受講者の利便等を考慮し、必要な場合は講習会場を適宜分割して行

うものとする。 

（登録の申請） 

第９条 実施要綱第１６条に定める登録の申請は、様式第２号に次に掲げる書類を添

付して提出をしなければならない。 

一 資格を有することを証する書類（合格通知書） 

二 写真２枚（たて３.０センチメートル、よこ２.５センチメートル、提出日前３

ヵ月以内に撮影した上半身脱帽のもの） 

三 登録手数料振込金受領証又はその写し 

四 住民票の写し（３ヵ月以内発行のもの） 

五 身分証明書（３ヵ月以内発行のもの） 

（排水設備主任技術者証） 

第１０条 実施要綱第１７条第１項に定める排水設備主任技術者証は様式第３号のと

おりとする。 

２ 実施要綱第１７条第３項に定める届出書は様式第５号のとおりとする。 

３ 実施要綱第１７条第４項に定める申請書は様式第６号のとおりとする。 



 

 

 

 

 

（登録取消し及び一時停止の異議申立て） 

第１１条 実施要綱第１９条第１項に規定する登録の取消し及び一時停止に対する異

議の申立てについては、試験委員会においてその審議を行うものとする。 

 

第３章 排水設備主任技術者の登録の更新及び更新講習 

（更新講習の指定） 

第１２条 協会長は、更新講習の受講及び登録更新の円滑な実施を図るため、登録更

新を行う必要のある主任技術者に対し、あらかじめ更新講習に関する期日等の指定

を行うものとする。 

２ 入院等止むを得ない事由により、更新講習を受講することができない主任技術者

は、それらの事由を証する書類を添え、協会長に届け出なければならない。この場

合、協会長は、別に更新講習を行うよう配慮するものとする。 

（更新申請及び講習の受講申込み） 

第１３条 実施要綱第２１条に定める登録の更新及び更新講習を受講しようとする主

任技術者は、下水道管理者に対し、協会長の定める期間内に、更新申請書（様式第

４号）に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 

一 写真２枚（たて３.０センチメートル、よこ２.５センチメートル、提出日前３

ヵ月以内に撮影した上半身脱帽のもの） 

二 更新手数料振込金受領証又はその写し 

三 住民票の写し（３ヵ月以内発行のもの） 

四 身分証明書（３ヵ月以内発行のもの） 

２ 下水道管理者は、更新申請書の提出を受けたときは、これを取りまとめの上、所

定期間内に、協会長に送付しなければならない。 

(資格の失効) 

第１４条 実施要綱第２１条第１項の規定による、登録の更新を行わなかった者は、

主任技術者証の有効期限の翌日から１年以内の協会長が定める日までに更新申請を

しなければ、主任技術者となる資格を失うものとする。 

２ 実施要綱第２１条第２項の規定により、更新講習を受講しなかった者は、主任技

術者証の有効期限の翌日から１年以内の協会長が定める日までに受講しなければ、

主任技術者となる資格を失うものとする。 

（登録者名簿の取扱い） 

第１５条 下水道管理者は、実施要綱第２５条により登録者名簿の送付を受けたとき

は、これを保管するものとする。 

 

第４章 雑 則 

（その他） 

第１６条 この要領に定めのない事項については、必要の都度、協会長が別に定める

ものとする。 

 

 



 

 

 

 

 

  附 則 

 この要領は、平成２２年５月２６日から適用する。 

  附 則 

 この要領は、平成２３年７月１日から適用する。 


